
  

一 

令和 6 年 11 月 15 日 (金曜日) 千 葉 県 報 第１３９９１号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

告 
 

示 

○ 

生
活
保
護
法
等
に
基
づ
く
指
定
医
療
機
関
の
指
定
□
四
件
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
指
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三 

○ 

地
方
自
治
法
に
基
づ
く
指
定
納
付
受
託
者
の
指
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三 

 
 

公 
 

告 

○ 

都
市
計
画
地
区
計
画
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三 

 
 

監
査
委
員
公
告 

○ 

監
査
結
果
の
公
表 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三 

 
 

特
定
調
達
公
告 

○ 

落
札
者
等
の
公
告 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四 

告

示 

千
葉
県
告
示
第
五
百
七
十
四
号 

 

生
活
保
護
法
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
□
第
四
十
九
条
□
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

□
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
□
第
十
四
条
第
四
項
□
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住

帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
□
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七
号
□

附
則
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
□
□

の
規
定
に
よ
り
□
指
定
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
□ 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

名

称 

所

在

地 

指

定

年

月

日 

医
療
法
人
社
団
ひ
ろ
消
化
器

内
科
ク
リ
ニ
□
ク 

市
川
市
市
川
二
の
一
の
四 

令
和
五
年
一
月
一
日 

永
吉
の
眼
科 

茂
原
市
上
永
吉
七
三
二 

令
和
五
年
四
月
一
日 

緑
が
丘
小
児
科 

八
千
代
市
緑
が
丘
西
二
の
一
の

三 

〃 

コ
ン
フ
□
□
ト
君
津
ク
リ

ニ
□
ク 

君
津
市
中
野
一
の
一
五
の
二
六 

〃 

 
 

 

 
 

 

小
見
川
診
療
所 

香
取
市
三
ノ
分
目
二
五
五
の
七 

〃 

さ
ん
む
内
科
・
糖
尿
病
ク
リ

ニ
□
ク 

山
武
市
椎
崎
一
□
三
五
四
の
二 

〃 

外
房
こ
ど
も
ク
リ
ニ
□
ク 

い
す
み
市
岬
町
和
泉
一
□
八
八

〇
の
四 

〃 

医
療
法
人
社
団
開
成
会 

か

ず
さ
ご
い
歯
科 

市
原
市
更
級
三
の
一
の
一 

〃 

け
や
き
薬
局 

松
戸
市
常
盤
平
五
の
一
八
の
一 

〃 

松
屋
薬
局 

東
金
市
東
上
宿
一
六
の
一
四 

〃 

ヨ
ヤ
ク
ス
リ
薬
局 

習
志
野
市
東
習
志
野
七
の
三
の

一 

令
和
五
年
四
月
二
十
四
日 

本
八
幡
内
科
・
循
環
器
ク
リ

ニ
□
ク 

市
川
市
八
幡
三
の
二
六
の
一 

令
和
五
年
五
月
一
日 

館
山
マ
リ
ア
ク
リ
ニ
□
ク 

館
山
市
下
真
倉
三
六
八
の
一 

〃 

わ
た
な
べ
腎
・
泌
尿
器
科
ク

リ
ニ
□
ク 

流
山
市
江
戸
川
台
東
二
の
三
一

六
の
二 

〃 

お
お
か
わ
ウ
□
メ
ン
ズ
ク
リ

ニ
□
ク 

流
山
市
お
お
た
か
の
森
南
二
の

三
四
の
一 

〃 

運
河
内
科
ク
リ
ニ
□
ク 

流
山
市
東
深
井
二
五
三
の
一 

〃 

小
松
こ
ど
も
ク
リ
ニ
□
ク 

八
千
代
市
緑
が
丘
西
四
の
二
の

一 

〃 

医
療
法
人
社
団
千
葉
爽
緑
会

 

ふ
た
ば
在
宅
ク
リ
ニ
□
ク

八
千
代 

八
千
代
市
勝
田
台
北
一
の
九
の

一 

〃 

や
ま
ぐ
ち
内
科
・
糖
尿
病
ク

リ
ニ
□
ク 

四
街
道
市
鹿
渡
九
三
三
の
三
三

一 

〃 

の
な
Ｋ
ｉ
ｄ
ｓ 

ク
リ
ニ
□

ク 

大
網
白
里
市
大
網
六
五
八
の
二 

〃 

本
橋
歯
科
医
院 

館
山
市
佐
野
九
七 

〃 
し
す
い
未
来
歯
科
医
院 

印
旛
郡
酒
々
井
町
中
央
台
二
の

一
八
の
一
八 

〃 

薬
局
く
す
り
の
福
太
郎
八
幡

駅
前
店 

市
川
市
八
幡
三
の
三
の
一 

〃 

コ
ク
ミ
ン
薬
局
シ
□
ポ
□
市

川
店 

市
川
市
市
川
一
の
一
の
一 

〃 

 
 

 

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

6

年

11 

月

15

日 

定 
 

例 

 

□ 



 
 

 

二 

千 葉 県 報 第１３９９１号 令和 6 年 11 月 15 日 (金曜日) 
 

 
 

ヤ
□
ク
ス
ド
ラ
□
グ
木
更
津

江
川
薬
局 

木
更
津
市
江
川
五
四
四
の
一
六 

〃 

カ
ワ
チ
薬
局
東
金
店 

東
金
市
道
庭
六
〇
〇
の
一 

〃 
大
洋
薬
局
磯
□
谷
店 

市
原
市
川
在
九
〇
〇
の
二 

〃 

ク
リ
エ
イ
ト
薬
局
流
山
セ
ン

ト
ラ
ル
パ
□
ク
駅
西
口
店 

流
山
市
前
平
井
九
六 

〃 

三
幸
薬
局
東
深
井
店 

流
山
市
東
深
井
二
五
三 

〃 

薬
局
く
す
り
の
福
太
郎
東
道

野
辺
店 

鎌
ケ
谷
市
東
道
野
辺
五
の
一
六

の
三
八 

〃 

薬
局
タ
カ
サ
鹿
渡
店 
四
街
道
市
鹿
渡
九
三
三
の
三
三

一 

〃 

薬
局
マ
ツ
モ
ト
キ
ヨ
シ
佐
原

北
店 

香
取
市
北
三
の
一
四
の
八 

〃 

ド
ラ
□
グ
セ
イ
ム
ス
大
網
み

ず
ほ
台
薬
局 

大
網
白
里
市
み
ず
ほ
台
二
の
一

の
二 

〃 

  

千
葉
県
告
示
第
五
百
七
十
五
号 

 

生
活
保
護
法
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
□
第
四
十
九
条
□
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

□
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
□
第
十
四
条
第
四
項
□
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住

帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
□
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七
号
□

附
則
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
□
□

の
規
定
に
よ
り
□
指
定
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
□ 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 
人 

 
 

名

称 

所

在

地 

指

定

年

月

日 

医
療
法
人
社
団
寧
篤
会 

内

房
整
形
外
科
ク
リ
ニ
□
ク 

木
更
津
市
下
烏
田
八
五
八 

令
和
四
年
一
月
一
日 

医
療
法
人
社
団
並
木 

並
木

七
丁
目
診
療
所 

我
孫
子
市
並
木
七
の
一
の
三
二 

令
和
五
年
五
月
一
日 

Ｋ
ス
マ
イ
ル
歯
科 

松
戸
市
日
暮
一
の
三
の
一 

〃 

松
戸
常
盤
平
お
な
か
と
胃
・

大
腸
カ
メ
ラ
と
内
科
の
ク
リ

ニ
□
ク 

松
戸
市
常
盤
平
一
の
八 

令
和
五
年
六
月
一
日 

ジ
□
イ
内
科
・
脳
神
経
内
科 

我
孫
子
市
白
山
町
一
の
三
の
五 

〃 
 

 
 

 
 

 

ク
リ
ニ
□
ク 

 
 

医
療
法
人
社
団
大
樹
会 

牧

の
里
ク
リ
ニ
□
ク 

印
西
市
小
林
北
二
の
六
の
一
四 

〃 

エ
ン
ゼ
ル
薬
局
佐
倉
店 

佐
倉
市
王
子
台
四
の
一
七
の
三 

〃 

ク
リ
エ
イ
ト
薬
局
八
千
代
勝

田
台
店 

八
千
代
市
村
上
二
□
〇
九
〇
の

三
六 

〃 

薬
局
マ
ツ
モ
ト
キ
ヨ
シ
フ
□

ル
テ
新
浦
安
店 

浦
安
市
日
の
出
五
の
一
の
二
八 

〃 

若
名
薬
局 

八
街
市
八
街
ほ
三
七
七 

〃 
  

千
葉
県
告
示
第
五
百
七
十
六
号 

 

生
活
保
護
法
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
□
第
四
十
九
条
□
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

□
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
□
第
十
四
条
第
四
項
□
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住

帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
□
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七
号
□

附
則
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
□
□

の
規
定
に
よ
り
□
指
定
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
□ 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

事
業
者
の
名
称 

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地 

指
定
に
係
る
事
業
所

の
名
称 

事
業
所
の
所
在
地 

指
定
年
月
日 

株
式
会
社
シ
□

ユ
□
シ
□
・
ホ

ス
ピ
ス 

東
京
都
港
区
芝
浦

三
の
一
の
一 

看
護
ク
ラ
□
ク
松
戸 

松
戸
市
南
花
島
三

の
五
一
の
一
七 

令
和
五
年
三

月
一
日 

合
同
会
社
Ｊ 

ｓ
ク
ル
□ 

市
川
市
南
大
野
一

の
四
の
九 

訪

問

看

護

ス

テ

□

シ
□
ン
い
ま
Ｃ
ｏ
Ｃ

ｏ 

市
川
市
南
大
野
一

の
四
の
九 

令
和
五
年
四

月
一
日 

株
式
会
社
ウ
□

ル
ス
テ
□
ジ 

野
田
市
日
の
出
町

三
四
の
二
〇 

も
も
の
は
な
訪
問
看

護
ス
テ
□
シ
□
ン 

野
田
市
日
の
出
町

三
四
の
二
〇 

〃 
合
同
会
社
も
ち

の
き 

茂
原
市
早
野
三
□

〇
一
〇
の
二 

訪

問

看

護

ス

テ

□

シ
□
ン
も
ち
の
き 

茂
原
市
早
野
三
□

〇
〇
九 

〃 

メ
デ
□
カ
ル
オ

ネ
ス
ト
グ
ル
□

プ
株
式
会
社 

印
西
市
市
原
一
の

二 

オ
ネ
ス
ト
十
和
訪
問

看
護
ス
テ
□
シ
□
ン 

成
田
市
並
木
町
七

〇
の
二 

〃 

株
式
会
社
ミ
ラ 

千
葉
市
中
央
区
富 

あ
さ
ひ
訪
問
看
護
ス 

流
山
市
西
平
井
二 

〃 
 

 
 

 
 

□ 



  

三 

令和 6 年 11 月 15 日 (金曜日) 千 葉 県 報 第１３９９１号 
 

 
 

 
 

イ
ズ 

士
見
二
の
七
の
九 

テ
□
シ
□
ン 

の
六
の
八 

 

社
会
福
祉
法
人

千
楽 

浦
安
市
東
野
一
の

七
の
五 

ち
ら
く
訪
問
看
護
ス

テ
□
シ
□
ン 

浦
安
市
東
野
一
の

九
の
三 

〃 

  

千
葉
県
告
示
第
五
百
七
十
七
号 

 

生
活
保
護
法
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
□
第
四
十
九
条
□
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

□
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
□
第
十
四
条
第
四
項
□
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住

帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
□
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七
号
□

附
則
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
□
□

の
規
定
に
よ
り
□
指
定
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
□ 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

事
業
者
の
名
称 

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地 

指
定
に
係
る
事
業
所

の
名
称 

事
業
所
の
所
在
地 

指
定
年
月
日 

合
同
会
社
Ｉ
Ｎ

Ｇ 

柏
市
西
原
六
の
一

四
の
九 

訪
問
看
護
ア
イ
ビ
□ 

流
山
市
平
和
台
四

の
三
六
の
一
七 

令
和
五
年
五

月
一
日 

社
会
福
祉
法
人

パ
□
ソ
ナ
ル
・

ア
シ
ス
タ
ン
ス

と
も 

浦
安
市
今
川
一
の

一
四
の
五
二 

訪

問

看

護

ス

テ

□

シ
□
ン
と
も 

浦
安
市
今
川
一
の

一
四
の
五
二 

〃 

合
同
会
社
Ｉ
ｓ

ｈ
ｔ
ａ
ｒ 

四
街
道
市
下
志
津

新
田
二
□
五
二
六

の
三
〇 

訪

問

看

護

ス

テ

□

シ
□
ン
笑
の
木 

四
街
道
市
下
志
津

新
田
二
□
五
二
六

の
三
〇 

〃 

株

式

会

社

メ

デ
□
コ
ネ
ク
サ

ス 

野
田
市
岡
田
六
七

〇
の
二 

訪

問

看

護

ス

テ

□

シ
□
ン
さ
く
ら
の
杜 

流
山
市
東
深
井
四

一
三
の
一
〇
六 

令
和
五
年
六

月
一
日 

  

千
葉
県
告
示
第
五
百
七
十
八
号 

 

土
壌
汚
染
対
策
法
□
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
□
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
特
定
有
害

物
質
に
よ
□
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
□
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
□ 

 

な
お
□
当
該
区
域
は
□
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
□
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
□
第
五
十

八
条
第
五
項
第
十
二
号
に
該
当
す
る
区
域
で
あ
る
□ 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

指
定
す
る
区
域 

君
津
市
君
津
一
番
の
一
部
□
別
図
の
と
お
り
□ 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種

類 

砒ひ

素
及
び
そ
の
化
合
物
□
ふ
□
素
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
ベ
ン
ゼ
ン 

 

□
□
別
図
□
は
□
省
略
し
□
千
葉
県
環
境
生
活
部
水
質
保
全
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
□
□ 

 

千
葉
県
告
示
第
五
百
七
十
九
号 

 

地
方
自
治
法
□
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
□
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
□
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
□
昭
和
三
十
一
年
千
葉
県
条
例
第
六
号
□
別
表
第
二
千
葉
県
日
本
コ
ン
ベ

ン
シ
□
ン
セ
ン
タ
□
国
際
展
示
場
設
置
管
理
条
例
□
平
成
元
年
千
葉
県
条
例
第
三
号
□
に
基
づ
く
も
の
の

項
に
規
定
す
る
駐
車
場
使
用
料
の
納
付
事
務
の
委
託
を
受
け
る
指
定
納
付
受
託
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し

た
□ 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

名

称 

住
所
又
は
事
務
所
の

所
在
地 

納
付
事
務
の
委
託
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
期
間 

指
定
を
し
た
日 

株
式
会
社
幕
張
メ
□

セ 

千
葉
市
美
浜
区
中
瀬

二
丁
目
一
番 

令
和
六
年
六
月
二
十
日
か

ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一

日
ま
で 

令
和
六
年
六
月

十
九
日 

 

公

告 

 
 

 

都
市
計
画
地
区
計
画
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

令
和
六
年
十
一
月
十
五
日
我
孫
子
市
の
変
更
に
係
る
我
孫
子
都
市
計
画
地
区
計
画
我
孫
子
新
田
地
区
地

区
計
画
の
関
係
図
書
の
送
付
が
あ
□
た
の
で
□
都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
二
十
一

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備

局
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

監

査

委

員

公

告 

 
 

 
監
査
結
果
の
公
表 

 

令
和
六
年
九
月
一
日
か
ら
同
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
に
□
地
方
自
治
法
□
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十

七
号
□
第
百
九
十
九
条
第
一
項
□
第
二
項
及
び
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
監
査
し
た
結
果
を
別
冊
の
と
お
り

公
表
す
る
□ 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員 

 

小 

倉 
 

 
 

明 



 
 

 

四 
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千
葉
県
監
査
委
員 

 

川 

口 
 

明 

浩 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員 

 

伊 

藤 
 

昌 

弘 
 

 

特

定

調

達

公

告 

 

こ
の
特
定
調
達
公
告
に
掲
載
さ
れ
る
入
札
公
告
等
は
□
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で 

 

あ
る
□ 

 
 

 
 

                             

                                    

 
 

 
落

札
者

等
の

公
告

 

 
次

の
と

お
り

落
札

者
等

に
つ

い
て

公
告

す
る

。
 

 
 

令
和

６
年

１
１

月
１

５
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

知
事

 
 

熊
 

谷
 

 
俊

 
人

 

［
掲

載
順

序
］

 

 
①

物
品

等
又

は
特

定
役

務
の

名
称

及
び

数
量

 
②

契
約

に
関

す
る

事
務

を
担

当
す

る
部

局
の

名
称

及
び

所
在

地
 

③
落

札
者

又
は

随
意

契
約

の
相

手
方

を
決

定
し

た
日

 
④

落
札

者
又

は
随

意
契

約
の

相
手

方
の

氏
名

及
び

住
所

 
⑤

落
札

金
額

又
は

随
意

契
約

に
係

る
契

約
金

額
 

⑥
契

約
の

相
手

方
を

決
定

し
た

手
続

 
⑦

入
札

公
告

日
 

⑧
随

意
契

約
に

よ
る

場
合

は
そ

の
理

由
 

⑨
そ

の
他

必
要

な
事

項
 

そ
の

１
 

 
①

サ
イ

バ
ー

犯
罪

捜
査

支
援

用
機

器
賃

貸
借

 
一

式
 

②
千

葉
県

警
察

本
部

総
務

部
会

計
課

 
千

葉
市

中
央

区
長

洲
一

丁
目

９
番

１
号

 
③

令
和

６
年

９
月

６
日

 
④

Ｎ
Ｔ

Ｔ
・

Ｔ
Ｃ

リ
ー

ス
株

式
会

社
千

葉
支

店
 

千
葉

市
中

央
区

新
町

１
，

０
０

０
番

地
 

⑤
７

２
，

６
６

６
，

０
０

０
円

 
⑥

一
般

競
争

入
札

 
⑦

令
和

６
年

７
月

２
６

日
 

そ
の

２
 

 
①

よ
う

撃
捜

査
支

援
撮

像
記

録
装

置
賃

貸
借

 
一

式
 

②
千

葉
県

警
察

本
部

総
務

部
会

計
課

 
千

葉
市

中
央

区
長

洲
一

丁
目

９
番

１
号

 
③

令
和

６
年

９
月

２
０

日
 

④
三

菱
Ｈ

Ｃ
キ

ャ
ピ

タ
ル

株
式

会
社

 
東

京
都

千
代

田
区

丸
の

内
一

丁
目

５
番

１
号

 
⑤

２
２

７
，

３
４

３
，

６
０

０
円

 
⑥

一
般

競
争

入
札

 
⑦

令
和

６
年

８
月

９
日

 

 
 

 

購
読
料 

本
号
□
別
冊
を
含
む
□
□ 

 

一
部 

 
 

 
 

一
二
四
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

発 

行 

者 
 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 

 
 

 

千 
 

 
 

 

葉 
 

 
 

 

県 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

購
読
申
込
先 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
四
三
□
二
二
三
□
二
六
五
八 

 


